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【手続補正書】
【提出日】平成29年9月5日(2017.9.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲルパーミエイションクロマトグラフィーにてプルラン換算で測定した数平均分子量（
Ｍｎ）が１９０００以上で、かつ分散度が、１．４～３．０であることを特徴とする、分
岐構造のエチレンイミン重合体。
【請求項２】
　エチレンイミン１００質量％に対し５～４０質量％の水、およびエチレンイミン１００
質量％に対し０．３～５質量％の触媒の存在下で、エチレンイミンを５０～１５０℃の温
度条件下で重合する、分岐構造のエチレンイミン重合体の製造方法であって、
　前記触媒は、少なくとも１つのハロゲン元素および親水性置換基を有する水溶性有機化
合物、またはハロゲン元素を含む水溶性の無機酸である、分岐構造のエチレンイミン重合
体の製造方法。
【請求項３】
　前記触媒は、２－クロロエタノール、３－クロロ－１－プロパノール、または２－クロ
ロエトキシエタノールである、請求項２に記載の分岐構造のエチレンイミン重合体の製造
方法。
【請求項４】
　前記触媒の添加方法は、連続添加である、請求項２または３に記載の製造方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の分岐構造のエチレンイミン重合体を含む、フィルム印刷インク用接着
促進剤。
【請求項６】
　請求項２～４のいずれか１項に記載の分岐構造のエチレンイミン重合体の製造方法を含
む、フィルム印刷インク用接着促進剤の製造方法。
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